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（目的） 

第１条 この規則は、東京藝術大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則（以下

「勤務時間等規則」という｡)第31条第２項の規定に基づき、本学に勤務する職員

の育児休業及び育児部分休業（以下「育児休業等」という｡)に関する事項を定

め、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとと

もに、職務の円滑な運営に資することを目的とする。 

（法令との関係） 

第２条 育児休業等につき、この規則に定めのない事項については、育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76

号。以下「育児・介護休業法」という。）、その他の関係法令の定めるところによ

る。 

（育児休業の対象等） 

第３条 職員は、当該職員の３歳に満たない子（雇用契約期間を定めて雇用される

職員にあっては、１歳に満たない子）を養育するため、育児休業をすることがで

きる。ただし、育児休業の届出は、一子につき２回までとし、双子以上の場合は

これを一子とみなす。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、

再度の育児休業をすることができる。 

（１）育児休業の届出が産前の休暇を始め又は出産したことにより効力を失った

後、当該産前の休暇若しくは出産に係る子が次に掲げる事由に該当することと

なった場合 

イ 死亡した場合 

ロ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合 

（２）育児休業（出生時育児休業を含む。この号において同じ｡)の届出が、当該育

児休業に係る子以外の子に係る育児休業を始めたことにより効力を失った後、

新たな育児休業に係る子が次に掲げる事由に該当することとなった場合 

イ 前号イ又はロに掲げる場合 

ロ 民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定による請求に係る

家事審判事件が終了した場合（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を

除く｡)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第１項第３号の規定

による措置が解除された場合 
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（３）育児休業の届出が休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後、

当該休職又は停職が終了した場合 

（４）育児休業の届出の際育児休業等により子を養育するための計画について育児

休業計画書（別紙第１）により学長に届け出た職員が当該請求に係る育児休業

をし、当該育児休業の終了後、３月以上の期間が経過した場合（この号の規定

に該当したことにより当該子について既に育児休業をしたことがある場合を除

く｡) 

（５）育児休業の届出が、介護休業が始まったことにより効力を失った後、介護休

業に係る対象家族が死亡した場合又は離婚、婚姻の取消、離縁等により対象家

族との親族関係が消滅した場合 

（６）配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の

育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該

育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障

が生じる場合 

（７）雇用契約期間を定めて雇用される職員であって、その雇用契約の期間の末日

を育児休業終了予定日とする育児休業をしているものが、雇用契約の更新に伴

い、更新後の雇用契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業を届

け出る場合 

３ 雇用契約期間を定めて雇用される職員（以下、この項において「職員」とい

う｡)が、配偶者と同じ日から又は配偶者が職員より先に育児休業をしている場合、

職員は子が１歳２か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休暇期間と

育児休業期間（出生時育児休業を含む｡)との合計が１年を限度として、育児休業

をすることができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、次に掲げる職員は、育児休業をすることができな

い。 

（１）雇用契約期間を定めて雇用される職員のうち、育児休業により養育しようと

する子が１歳６か月に達する日までに、その雇用契約（雇用契約が更新される

場合にあっては、更新後のもの｡)が満了することが明らかである職員 

（２）本学と本学の職員の過半数を代表する者との書面による協定（以下「労使協

定」という｡)により育児休業の対象から除外することとされた職員 

（育児休業の届出） 

第４条 育児休業をしようとする職員は、育児休業届（別紙第２）により、当該期

間の初日及び末日を明らかにして、当該育児休業を始めようとする日の１月前

（第５条第４項及び第５項の規定により育児休業の期間を延長する場合において

は２週間前）までに学長に届け出るものとする。 

２ 学長は、育児休業の届出について、その事由を確認する必要があると認めると

きは、当該届出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。 

（育児休業の期間等） 

第５条 育児休業の期間は、子が３歳に達する日（雇用契約期間を定めて雇用され

る職員にあっては、１歳に達する日）までを限度として、育児休業届（別紙第

２）に記載された期間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、育児休業をしている職員は、２週間前までに学長に



届け出ることにより、子が３歳に達する日（雇用契約期間を定めて雇用される職

員にあっては、１歳に達する日）までを限度として、当該育児休業の期間の延長

をすることができる。 

３ 育児休業の期間の延長は、育児休業（第４項及び第６項に規定する育児休業を

含む｡)１回につき１回に限るものとする。ただし、配偶者が負傷又は疾病により

入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の届出時に

予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子に

ついて育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じる

場合は、この限りでない。 

４ 雇用契約期間を定めて雇用される職員にあっては、当該子について、職員又は

配偶者が、当該子の１歳に達する日において育児休業をしている場合であって、

かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その養育する１歳から１歳６

か月に達するまでの子について、育児休業をすることができる。 

（１）当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っている

が、当該子が１歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場

合 

（２）常態として当該子の養育を行っている配偶者であって、当該子が１歳に達す

る日後の期間について、常態として当該子の養育を行う予定であったものが次

のいずれかに該当した場合 

イ 死亡したとき。 

ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の傷害により当該子を養育すること

が困難な常態になったとき。 

ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が当該子と同居しないこととなった

とき。 

ニ ６週間（多胎妊婦の場合にあっては、14週間）以内に出産する予定である

か又は産後８週間を経過しないとき。 

（３）本項に基づく育児休業をしたことがない場合 

５ 前項および第８条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合に

限り、その養育する１歳から１歳６か月までの子について、育児休業をすること

ができる。 

（１）産前・産後休暇、出生時育児休業又は新たな育児休業の開始により育児休業

期間が終了した場合で、産前・産後休暇、出生時育児休業又は新たな育児休業

の対象となった子が死亡した場合又は他人の養子になったこと等の理由により

職員と同居しなくなった場合 

（２）介護休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、介護休業の対象と

なった対象家族が死亡した場合又は離婚、婚姻の取消、離縁等により対象家族

と職員との親族関係が消滅した場合 

６ 雇用契約期間を定めて雇用される職員にあっては、当該子について、職員又は

配偶者が、当該子の１歳６か月に達する日において育児休業をしている場合で

あって、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その養育する１歳６

か月から２歳に達するまでの子について、育児休業をすることができる。（育児

休業により養育しようとする子が２歳に達する日までに、その雇用契約（雇用契



約が更新される場合にあっては、更新後の契約）の期間が満了することが明らか

である職員を除く｡) 

（１）当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っている

が、当該子が１歳６か月に達する日後の期間について、当面その実施が行われ

ない場合 

（２）常態として当該子の養育を行っている配偶者であって、当該子が１歳６か月

に達する日後の期間について、常態として当該子の養育を行う予定であったも

のが次のいずれかに該当した場合 

イ 死亡したとき。 

ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の傷害により当該子を養育すること

が困難な常態になったとき。 

ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が当該子と同居しないこととなった

とき。 

ニ ６週間（多胎妊婦の場合にあっては、14週間）以内に出産する予定である

か又は産後８週間を経過しないとき。 

（３）本項に基づく育児休業をしたことがない場合 

７ 前項および第８条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合に

限り、その養育する１歳６か月から２歳に達するまでの子について、育児休業を

することができる。 

（１）産前・産後休暇、出生時育児休業又は新たな育児休業の開始により育児休業

期間が終了した場合で、産前・産後休暇、出生時育児休業又は新たな育児休業

の対象となった子が死亡した場合又は他人の養子になったこと等の理由により

職員と同居しなくなった場合 

（２）介護休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、介護休業の対象と

なった対象家族が死亡した場合又は離婚、婚姻の取消、離縁等により対象家族

と職員との親族関係が消滅した場合 

８ 第４項の規定により育児休業期間を延長する場合においては、当該子の１歳

（第５項の規定においては１歳６か月）に達する日の翌日を育児休業開始予定日

としなければならない。ただし、配偶者が育児休業を当該子の１歳（第６項の規

定においては１歳６ヶ月）に達する日の翌日から開始する場合は、育児休業終了

予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。 

９ 第４条第２項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。 

（育児休業の効果） 

第６条 育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事

しない。 

（育児休業をしている職員が保有する職） 

第７条 育児休業をしている職員は、育児休業開始前に占めていた職を保有するも

のとする。ただし、当該育児休業開始後に職を異動した場合には、その異動した

職を保有するものとする。 

（育児休業の終了） 

第８条 育児休業は、次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には終了する。 

（１）育児休業をしている職員が産前の休暇を始めた場合 



（２）育児休業をしている職員が出産した場合 

（３）育児休業をしている職員が休職した場合 

（４）育児休業をしている職員が停職の処分を受けた場合 

（５）育児休業をしている職員が新たな育児休業（出生時育児休業を含む｡)を始め

た場合 

（６）育児休業をしている職員が介護休業を始めた場合 

（７）育児休業に係る子が死亡した場合 

（８）育児休業に係る子が当該職員の子でなくなった場合 

（９）育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなった場合 

２ 育児休業をしている職員は、前項第７号から第９号までに規定する事由が生じ

た場合には、遅滞なく、その旨を養育状況変更届（別紙第３）により学長に届け

出なければならない。 

３ 第４条第２項の規定は、前項の届出について準用する。 

（職務復帰） 

第９条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の届出が休職又は停職の処分を

受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業が終了したときは、

当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。 

（文書の交付） 

第１０条 学長は、次の各号の一に該当する場合には、職員に対して、文書を交付

しなければならない。 

（１）育児休業をした職員が職務に復帰した場合 

（２）育児休業をしている職員について当該育児休業を終了し、引き続き当該育児

休業に係る子以外の子に係る育児休業を開始する場合 

（期末手当等の支給） 

第１１条 東京藝術大学職員給与規則（以下「給与規則」という｡)第36条第１項に

規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前６月以

内の期間において勤務した期間（次条に定めるこれに相当する期間を含む｡)があ

る職員には、第18条の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給す

る。 

２ 給与規則第37条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員

のうち、基準日以前６月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第18

条の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

（勤務した期間に相当する期間） 

３ 前２項の規定は、出生時育児休業について準用する。 

第１２条 前条第１項の次条に定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤

務しないことにつき届出のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とす

る。 

（１）第５条の規定により育児休業をしていた期間及び東京藝術大学教員の採用等

に関する規則第14条第１項に規定する大学院修学休業をしていた期間 

（２）給与規則第36条第３項第１号ハに掲げる職員として在職した期間 

（３）非常勤職員（勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く｡)とし

て在職した期間 



（４）休職にされていた期間 

２ 前項各号の規定は、出生時育児休業について準用する。 

（職務復帰後における給与等の取扱） 

第１３条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期

間の100分の100以下に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、次項に

定めるところにより、号俸を調整することができる。 

２ 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、前項の規定により引き続き勤務

したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後にお

ける最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を

調整することができる。 

３ 前２項の規定は、出生時育児休業について準用する。 

第１４条 東京藝術大学職員退職手当規則第８条の２第１項及び第９条第４項の規

定の適用については、育児休業をした期間は、第８条の２第１項に規定する現実

に職務を執ることを要しない期間に該当するものとする。 

２ 育児休業をした期間（当該育児休業に係る子が１歳に達した日の属する月まで

の期間に限る｡)についての東京藝術大学職員退職手当規則第９条第４項の規定の

適用については、同項中「その月数の２分の１に相当する月数」とあるのは、

「その月数の３分の１に相当する月数」とする。 

３ 前２項の規定は、出生時育児休業について準用する。 

（育児部分休業の対象等） 

第１５条 職員は当該職員の小学校第４学年の始期に達するまでの子を養育するた

め、１日の勤務時間の一部について勤務しないこと（以下「育児部分休業」とい

う｡)ができる。 

２ 育児部分休業は、30分を単位とし、所定の勤務時間の始め又は終わりにおい

て、１日を通じて２時間（勤務時間等規則第28条第１項第７号に規定する保育時

間を承認されている職員については、２時間から当該保育時間を減じた時間）を

超えない範囲内で、子の養育をするため必要とする時間とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、労使協定により育児部分休業の対象から除外する

こととされた職員は、育児部分休業をすることができない。 

（育児部分休業の届出） 

第１６条 育児部分休業をしようとする職員は、育児部分休業届（別紙第４）によ

り、当該期間の初日及び末日を明らかにして、当該育児部分休業を始めようとす

る日の１週間前までに学長に届け出るものとする。 

２ 第４条第２項の規定は、育児部分休業について準用する。 

（育児部分休業の終了） 

第１７条 第８条の規定は、育児部分休業について準用する。 

（育児休業等の給与の取扱） 

第１８条 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。 

２ 育児部分休業をしている期間については、給与規則第21条第１項の規定等によ

り、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を

支給する。 

（不利益取扱の禁止） 



第１９条 職員は、育児休業等を理由として、不利益な取扱いを受けない。 

（円滑な取得及び職場復帰支援） 

第２０条 学長は、職員から本人又は配偶者が妊娠・出産したことの申出があった

場合は、当該職員に対して、円滑な休業取得及び職場復帰を支援するために、次

の各号の措置を実施する。 

（１）当該職員に個別に育児休業に関する制度、申出先、育児休業給付に関するこ

と、社会保険料の取扱いの文書による周知及び意向確認を実施する。 

（２）職員に対して育児休業に係る相談窓口を設置し、育児休業制度及び育児休業

取得促進に関する方針の周知を実施する。 

（出生時育児休業の要件等） 

第２１条 育児のために休業することを希望する職員であって、就業規則に定める

産前、産後を事由とする特別休暇を取得しておらず、子が出生した日又は出産日

のいずれか遅い方から８週間以内の子と同居し、養育する者は、この規定に定め

るところにより出生時育児休業をすることができる。ただし、任期を定めて雇用

される職員にあっては、届出時点において、子が出生した日又は出産予定日のい

ずれか遅い方から８週間を経過する日の翌日から６ヶ月を経過するまでに任期が

満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、出生時育児休業をすること

ができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、労使協定により出生時育児休業の対象から除外され

た職員は、出生時育児休業を取得することができない。 

（出生時育児休業の届出等） 

第２２条 出生時育児休業を取得しようとする職員は、出生時育児休業を開始しよ

うとする期間の初日（以下「出生時育児休業開始予定日」という｡)及び末日（以

下「出生時育児休業終了予定日」という｡)を明らかにして、原則として当該出生

時育児休業開始予定日の２週間前までに出生時育児休業届（別紙第５）を提出す

ることにより、学長に届け出なければならない。ただし、出生時育児休業中の任

期を定めて雇用される職員が任期を更新するにあたり、引き続き休業を希望する

場合は、更新された当該期間の初日を出生時育児休業開始予定日として、出生時

育児休業届により再度の届出を行わなければならない。 

２ 学長は、出生時育児休業の届出を受理するに当たり、必要最小限度の各種証明

書の提出を求めることができる。 

３ 第１項の届出において、出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育

児休業の届出があった日の翌日から起算して２週間を経過する日（以下「２週間

等経過日」という｡)より前の日である場合には、学長は当該出生時育児休業開始

予定日とされた日から当該２週間等経過日までのいずれかの日を出生時育児休業

開始予定日として指定する。ただし、当該出生時育児休業の届出があった日まで

に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては、当該出生時育児

休業の届出のあった日の翌日から起算して１週間を経過する日までに出生時育児

休業開始予定日を指定するものとする。 

（１）出産予定日前に子が出生したこと。 

（２）配偶者が死亡したこと。 

（３）配偶者が負傷又は疾病により、出生時育児休業の届出に係る子を養育するこ



とが困難になったこと。 

（４）配偶者が出生時育児休業の届出に係る子と同居しなくなったこと。 

（５）出生時育児休業の届出に係る子が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の

障害により、２週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。 

４ 当該出生時育児休業届を提出した職員（以下「出生時育休届出者」という｡)

は、届出の日後に届出に係る子が出生したときは、出生後２週間以内に別に定め

る出生時育児休業対象出生届を、学長へ提出しなければならない。 

５ 学長は、第１項の届出又は前項の届出があった場合は、速やかに出生時育休届

出者に対し、関係法令等に基づき別に定める事項を通知する。 

（出生時育児休業の届出回数） 

第２３条 出生時育児休業の届出は、一子につき２回までとし、双子以上の場合

は、これを一子とみなす。ただし、出生時育児休業を２回に分割して取得する場

合は初回の出生時育児休業の届出の際にまとめて届け出ることとし、まとめて届

け出なかった場合は、再度の届出を拒む場合がある。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、再度の出生時育児休業の届出

ができる。 

（１）特別な事情がある場合 

（２）前条第１項ただし書きの規定により、任期を定めて雇用される職員であっ

て、雇用契約の期間の末日を出生時育児休業終了予定日とする出生時育児休業

をしている者が、当該出生時育児休業に係る子について、当該雇用期間の更新

後の初日を出生時育児休業開始予定日とする届出をする場合 

（出生時育児休業期間等） 

第２４条 出生時育児休業を取得できる期間は、子の出生後８週間以内のうち４週

間（28日）を限度として出生時育児休業届に記載された期間とする。 

２ 職員は、出生時育児休業開始予定日の１週間前までに出生時育児休業期間変更

届（別紙第８）を提出することにより、出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変

更を当該出生時育児休業中につき１回、また、出生時育児休業終了予定日の２週

間前までに届け出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を当

該出生時育児休業中につき１回行うことができる。 

３ 学長は、前項の届出があった場合は、速やかに当該出生時育児休業期間変更届

（別紙第８）を提出した者に対し、関係法令等に基づき別に定める事項を通知す

る。 

（出生時育児休業期間の終了） 

第２５条 出生時育児休業を取得している職員が、次の各号のいずれかに該当する

こととなった場合には、出生時育児休業はその事由が生じた日（第８号および第

９号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日）をもって終了する。 

（１）出生時育児休業に係る子が死亡した場合。 

（２）出生時育児休業に係る子が養子の場合で、離縁や養子縁組を取消した場合。 

（３）出生時育児休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居

しないこととなった場合。 

（４）民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定による請求に係る家

事審判事件が終了した場合（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除



く｡)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第１項第３号の規定によ

る措置が解除された場合。 

（５）職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により自ら出生時育児休

業に係る子を養育することが困難な状況となった場合。 

（６）子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から８週間を経過

したとき。 

（７）子の出生日（出産予定日後に出生した場合は、出産予定日）以後に出生時育

児休業の日数が28日に達した場合。 

（８）就業規則に定める産前、産後を事由とする特別休暇となった場合。 

（９）新たに育児休業、出生時育児休業又は介護休業を取得した場合。 

２ 前項各号（第６号及び第７号を除く｡)に該当することとなった職員は、遅滞な

く、養育状況変更届（別紙第３）を、学長に提出しなければならない。 

（出生時育児休業の届出の撤回等） 

第２６条 出生時育休届出者は、出生時育児休業開始予定日の前日までに、出生時

育児休業届出撤回届（別紙第７）を学長に提出することにより、出生時育児休業

の届出を撤回することができる。 

２ 学長は、前項の届出があった場合は、速やかに当該出生時育児休業届出撤回届

（別紙第７）を提出した者に対し、関係法令等に基づき別に定める事項を通知す

る。 

３ 出生時育児休業の届出の撤回は、１回の撤回につき１回休業したものをみな

し、撤回した出生時育児休業を含め２回休業した場合は同一の子について再度届

出をすることができない。 

４ 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育休届出者

が休業届出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の届出

はされなかったものとみなす。この場合において、出生時育休届出者は、原則と

して当該事由が発生した日に、その旨を通知しなければならない。 

（雑則） 

第２７条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

（承継職員） 

２ 国立大学法人法（平成15年法律第112号）附則第４条の規定により、本学の職

員となった者の育児休業等については、この規則施行日（以下「施行日」とい

う｡)の前日に承認されていた請求をもって、この規則による届出があったものと

みなす。 

（施行日前の育児休業の期間の取扱） 

３ 施行日の前日までに国家公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

109 号）の適用を受けていた者の、施行日の前日までの育児休業の期間について

は、第 13 条の規定を適用する。 

附 則 



この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成20年２月１日から施行する。 

（育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置） 

２ この規則施行の際現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合における

第13条第１項の規定の適用については、同項中「100分の100以下」とあるのは、

「100分の100以下（当該期間のうち平成20年２月１日前の期間については、２分

の１）」とする。 

附 則 

この規則は、平成20年10月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成21年６月25日から施行し、平成21年６月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成22年６月30日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成24年７月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成25年10月24日から施行し、平成25年７月18日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成29年１月19日から施行し、平成29年１月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成29年10月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成31年１月８日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和４年 10 月１日から施行する。 

 



１

２

３ 備 考

別紙第１

育　児　休　業　計　画　書

提出年月日 （元号）　年　　月　　日

　国立大学法人東京藝術大学長　　殿 所　属 　　　　　　　　　　　　

職　名 　　　　　　　　　　　　

氏　名 　　　　 　　　 　　　　

　東京藝術大学職員の育児休業等に関する規則第３条第２項の規定に基づき、再度の育児休業を
届け出る予定ですので、育児休業等の計画について下記のとおり提出します。
　なお、記載事項に変更が生じた場合は遅滞なく届け出ます。

育児休業の届出に係る子

再度の育児休業届出予定期間 (元号) 　年　　月　　日 から (元号)　 年　　月　　日 まで

子 の 氏 名 生 年 月 日 （元号）　年　 月 　日生

届出者の育児休業計画

育 児 休 業 届 出 期 間 (元号)　 年　　月　　日 から (元号) 　年　　月　　日 まで

③　子の出生前に提出する場合は、「１　育児休業の届出に係る子」欄の記入は、出生後、速や
　かに行うこと。

④　変更の届出の場合は、変更する箇所のみ記入する。

⑤　該当する□にはレ印を記入すること。

Ａ４（210×297）

(注) ①　育児休業計画書は、育児休業届と同時に（変更の届出の場合は、記載事項に変更が生じた後
　遅滞なく）提出するものとする。

②　届出者の育児休業届出期間には、育児休業届に記載した請求期間を記入する。



所　属

３ 届 出 期 間

５ 備 考

届出者 　　　　　　　　　　　　

職　名 　　　　　　　　　　　　

下記のとおり育児休業を届け出ます。 氏　名 　　　　　　　　　　　　

別紙第２

育　児　休　業　届

届出年月日 （元号）　　年　　月　　日

　国立大学法人東京藝術大学長　　殿

２ 届 出 の 内 容

□育児休業 □育児休業期間の延長

□再度の育児休業 □再度の育児休業期間の延長

（再度の育児休業又は再度の育児休業期間の延長が必要な事情を記入）

(元号)　 年　　　月　　　日 から (元号)　 年　　　月　　　日 まで

４
既に育児休業
をした期間

(元号)　 年　　　月　　　日 から (元号)　 年　　　月　　　日 まで

(元号)　 年　　　月　　　日 から (元号)　 年　　　月　　　日 まで

(注) ①　この届出には、届出に係る子の氏名、届出者との続柄及び生年月日を証明する書類（医師
　又は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行
  する出生届受理証明書などのいずれか）を添付すること（写しでも可）。

②　子の出生前に届け出る場合は、「３　届出期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「１
  届出に係る子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。

③　「５　備考」欄には、（ア）届出に係る子以外に３歳に満たない子を養育する場合、その
  氏名、届出者との続柄及び生年月日、（イ）届出に係る子が養子の場合においては、養子縁
　組の効力が生じた日等について記入する。（ウ）届出に係る子以外の子について現に育児休
　業の承認を受けている場合においては、その旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認
　の届出に係る期間等について記入する。

④　該当する□にはレ印を記入すること。

Ａ４（210×297）

届出に係る子１

　（元号）　年　　月　　日生生　年　月　日

氏　　　　　名

続　　　　　柄



別紙第３

殿

所　属 　　　　　　　　　　　　　　　 

職　名                                   

氏　名 　　　　　　　　　　　　　　   

次のとおり
育児休業

育児部分休業
に係る子の養育の状況について変更が生じたので届け出ます。

　（注）該当する□にはレ印を記入すること。

Ａ４（210×297）

養　育　状　況　変　更　届

(元号)　 年　　月　　日届出

国立大学法人東京藝術大学長　　

１　届出の事由

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２　届出の事由が発生した日

(元号)　 年　　月　　日

□　休業に係る子を養育しなくなった

□同居しなくなった　　□負傷・疾病　　□その他（　　　　　　　　　　）

□　休業に係る子が死亡した

□　休業に係る子と離縁した（養子縁組の取り消しを含む）

□　休業に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した



所　属

　

Ａ４（210×297）

１ 請求に係る子

氏　　 　名

続　　 　柄

生 年 月 日 年　　　月　　日生

(注) ①　この届出には、届出に係る子の氏名、届出者との続柄及び生年月日を証明する書類（医師又
　は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する
　出生届受理証明書などのいずれか）を添付すること（写しでも可）。

②　育児部分休業の届出が、職員からの申請に基づき取り消された場合は、その旨を裏面に記入
　すること。

③　該当する□にはレ印を記入すること。

３ 備 考

時 間

(元号)　 年　　月　　日 から
(元号)　 年　　月　　日 まで

□毎日
□その他（　　）

午前　時　分～　時　分
午後　時　分～　時　分

(元号)　 年　　月　　日 から
(元号)　 年　　月　　日 まで

□毎日
□その他（　　）

午前　時　分～　時　分
午後　時　分～　時　分

別紙第４

育　児　部　分　休　業　届

届出年月日 (元号)　 年　　月　　日

国立大学法人東京藝術大学長　殿

２
届 出 期 間
及 び 時 間

期 間

　　　　　　届出者 　　　　　　　　　　　　

職　名 　　　　　　　　　　　　

下記のとおり育児部分休業を届け出ます。 氏　名 　　　　　　　　　　 　 



午 前 午 後

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

　時　　分から
　時　　分まで

　時　　分から
　時　　分まで

時間
分

学 長 印
勤務時間
管理者印

備 考日 付

休業の届出を取り消された時間

時 間 数
届 出
者 印



所属

氏名

から まで

から まで

別紙第５

出　生　時　育　児　休　業　届

国立大学法人東京藝術大学長　殿

  （元号）   年　　　月　　日　

ない・ある（　　回）
→２回ある場合又は１回あるかつ上記（２）が２回ある

場合、再度申出の理由

（１）氏名

（２）生年月日

（３）本人との続柄

（１）の子が、特別養子縁組の監護期間中の
子・養子縁組里親に委託されている子・養育里
親として委託された子の場合、その手続きが完
了した年月日

3-2 申出に係る状
況

3-1 休業期間

（元号）　年　月　日

（元号）　年　月　日 （元号）　年　月　日

（元号）　年　月　日 （元号）　年　月　日

（職場復帰予定日）

(注) ①　この届出には、届出に係る子の氏名、届出者との続柄及び生年月日を証明する書類（医師又
　は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する
　出生届受理証明書などのいずれか）を添付すること（写しでも可）。

②　出生時育児休業は原則２回までです。申出の撤回１回（一の休業期間）につき、１回休業したものとみなします。

備考４

Ａ４（210×297）

[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

（３）１の子について出生時育児休業の申出を
撤回したことが

（２）１の子について出生時育児休業をしたこ
とが（休業予定含む）

ない・ある（　　回）

１

２

（４）養子の場合、縁組成立の年月日

（３）本人との続柄

（職場復帰予定日）

いる・いない→申出が遅れた理由
（１）休業開始予定日の２週間前に申し出て

[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

（元号）　年　月　日

 ３　出生時育児休業

（１）氏名

（２）出産予定日

請求に係る子

１の子が生まれて
いない場合の出産
予定者の状況

届出年月日 　（元号）　年　　月　　日

下記のとおり出生時育児休業を届け出ます。

職名

　届　出　者

※出生時育児休業を２回に分割取得する場合は、１回目と２回目を一括で届け出ること

  （元号）   年　　　月　　日　

  （元号）   年　　　月　　日　

 （元号）   年　　　月　　日



届出年月日 　（元号）　年　　月　　日

から 　　　年　　月　　日 まで

（４）あなたが

別紙第６

[（出生時）育児]　　休業取扱通知書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

１ 休業の期間等

　（元号）　年　　月　　日

　（元号）　　年　　月　　日 です。

（出生時育児・育児）休業してください。職場復帰予定日は、

Ａ４（210×297）

　あなたから　　　　年　　月　　日に[（出生時）育児]休業の[届出・期間変更の届出・届出の撤回]がありました。東京藝術大学
職員の育児休業等に関する規則（第３条、第４条、第５条、第７条、第８条、第９条、第１１条、第１２条及び第１３条）に基づ
き、その取扱を下記のとおり通知します（ただし、期間の変更の届出があった場合には下記の事項の若干の変更があり得ます。）

（１）適正な届出がされてましたので届出通り、

　（元号）　年　　月　　日にした休業届出は撤回されました。

２ 備考

国立大学法人東京藝術大学長

（２）届け出た期日が遅かったので休業を開始する日を

　　（元号）　年　　月　　日 にしてください。

（３）あなたは以下の理由により休業の対象者でないので休業することはできません。

[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]



届出年月日 （元号）　年　　月　　日

国立大学法人東京藝術大学長　　殿

届出者：

所　属

氏　名

Ａ４（210×297）

（注）同日に複数期間申出している場合は、撤回する休業期間を記載すること。

　私は、東京藝術大学職員の育児休業等に関する規則第26条に基づき、 （元号）  年　月　日に行った出生時育児休業の申出
を撤回します。

別紙第７

出生時育児休業届出撤回届



国立大学法人東京藝術大学長　　殿

届出日　（元号）　年　　月　　日
届出者　所属
 　　　 氏名

変更します。

□　出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更

□　出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更

Ａ４（210×297）

（元号）　　　年　　月　　日から
１．当初の届出における休業期間

２．変更の内容

（元号）　　　年　　月　　日

出生時育児休業期間変更届

別紙第８

  東京藝術大学職員の育児休業等に関する規則第24条第２項に基づき、　

（元号）　　年　　月　　日付出生時育児休業届における休業期間を下記のとおり

記

（元号）　　　年　　月　　日から
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